














































『広島市ファミリー・サポート・センター利用の手引き』一部改定（令和 8 年 5 月 1 日 16 時以降適用） 

                 ８                                       ９ 

賠償責任保険 

 

 

 

 

   会員間での解決を基本原則としますが、会員相互の万一の事故に備 

えて、センターで補償保険に加入しています。会員になると自動的に 

「サービス提供会員傷害保険」「賠償責任保険」「依頼こども傷害保険」 

の３つの保険に加入することになります。 

          （保険料については、センターが負担します） 

 

 
 

   提供会員が、援助活動中や、援助活動のため自宅と援助を受けるこ 

ども宅や保育園などへの往復途上（自宅との通常経路）において、急 

激かつ偶然な外来の事故により傷害を被ったときや熱中症となった場 

合に補償します。 
 

事 由 保険金額（補償額） 保険金をお支払いする場合 

死亡 300万円 事故日より 180日以内の死亡 

後遺障害 程度により 

12万円～300万円 

事故日より 180日以内の後遺障害

発生 

入院（１日） 2,000円 事故日より 180日以内 

手術 2,000円×所定倍率 事故日より 180日以内で１回に限

る 

通院（１日） 2,000円 事故日より 180日以内で 90日を

限度 

 

 

   提供会員が、活動中、監督ミスや提供した飲食物が原因でこどもや 

他人の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任 

が生じた場合に、センターまたは提供会員が負担する賠償金等を補償 

します。 

 

   ※自動車で送迎をしてけがをした場合は、サービス提供会員傷害保険 

    と依頼こども傷害保険は適用されますが、賠償責任保険は適用され 

    ません。 

※依頼会員のこどもが、提供会員宅の財物を破損したり、提供会員の 

    家族にけがをさせたりした場合等、提供会員に対し、自己負担額に 

応じて 60,000円を限度に支払うお見舞金もあります。 

 

 
 

   依頼会員のこどもが、援助活動中や、援助活動のため自宅と援助を受け

るこども宅や保育園などへの往復途上（自宅との通常経路）において、急 

激かつ偶然な外来の事故により傷害を被ったときや熱中症となった場合、 

提供会員の過失の有無にかかわらず補償します。 
 

項 目 填補限度額（補償額） 

施設賠償責任（対人・対物合算） 2億円（１名・１事故） 

生産物賠償責任（対人・対物合算） 2億円（１名・１事故） 

初期対応費用 1,000万円（１事故） 

訴訟対応費用 1,000万円（１事故） 

受託者賠償責任（損壊・紛失・盗難・詐取） 10万円（１事故） 

事 由 保険金額（補償額） 保険金をお支払いする場合 

死亡 300万円 事故日より 180日以内の死亡 

後遺障害 程度により 

12万円～300万円 

事故日より 180日以内の後遺障害

発生 

入院（１日） 1,000円 事故日より 180日以内で 30日を

限度 

手術 1,000円×所定倍率 事故日より 180日以内で１回に限

る 

通院（１日） 1,000円 事故日より 180日以内で 90日を

限度 

補償保険制度について 

補償保険の目的 

サービス提供会員傷害保険 

依頼こども傷害保険 


